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３. 計画条件の整理 

3－1．対象地区のまちづくりの概要（当初計画） 

（１）まちづくりの方向性及び要素 

対象地区では、平成 23 年 3 月策定され、その後、平成 25 年 3 月に見直されたアワセゴル

フ場地区総合整備計画において、地区の広域的な位置づけがされ、その中で「まちづくりの

方向性」及び「まちづくりの要素」が次のように定められている。 

 

まちづくり

の方向性 

＜沖縄県中部圏域における広域交流拠点の形成＞ 

広域的な視点から周辺市街地や隣接する計画区域等の有する土地利用・

交通・排水等の諸計画との調和を図りつつ、沖縄県中部圏域における多様

な拠点となる地域の形成を目指す。 

＜北中城村の新たな顔となる拠点の形成＞ 

本村における今後のまちづくりの展開に寄与すべく、地域の持つ環境・

風土・文化等との調和のとれた新たな顔となる多様な交流拠点を目指す 

まちづくり

の要素 

「広域交流拠点」「村の新たな顔となる拠点」の形成のため、まちづくりに

必要な要素を以下のとおり整理する。 

 

 
 

  

資料：アワセゴルフ場地区総合整備計画（平成 25 年 3 月） 
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（２）土地利用計画 

対象地区では土地区画整理事業の実施に向けて準備が進められており、土地利用計画及び

計画人口は、次のように計画されている。 

 

●土地利用計画 

 

 

①医療福祉地区   ：複合型商業交流地区と連携し、高齢化社会に対応した医療・福祉

を中心とした機能を備える。 

②複合型商業交流地区：広域交流拠点の核となるゾーンであり、交流に必要な文化交流施

設や、県内外の人々が交流できるショッピング、アミューズメン

ト、観光サービス等の施設を集積する。 

③中高層利用住宅地区：集合型住宅等の居住機能と沿道利用型のサービス施設を配置し、

複合型商業交流地区を補完しつつ、広域交流拠点の役割を担う。 

④低層利用住宅地区 ：緑、ゆとり、海への眺望を活かした質の高い戸建住宅を配置 

する。 

 

 

  

【アワセゴルフ場地区土地利用計画図】 

資料：アワセゴルフ場地区総合整備計画（平成 25 年 3 月） 

●土地利用計画に基づく 

人口フレーム 

計画人口  ：2,782人 

計画人口密度：58.1人／ha 

多目的アリーナ 
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（３）景観形成 

対象地区では、平成 25年 3月に見直されたアワセゴルフ場地区総合整備計画において、景

観形成の基本的な方向性として「緑と眺望を活かした景観の誘導」が掲げられており、本村

の景観の特徴を考慮し、調査対象地区の地域特性を活かした景観形成に住民とともに取り組

んでいくものとしている。 

 

〈表 本村の景観の特徴〉 

内容 

・起伏に富んだ地形や恵まれた自然環境 

・豊富な歴史的資源 

・落ち着きのあるまとまった集落 

・周辺市町村を結ぶ幹線道路等 

※北中城村都市計画マスタープランより抜粋 

 

〈図 景観形成イメージ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：アワセゴルフ場地区総合整備計画（平成 25 年 3 月） 
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多目的アリーナ 

（４）まちづくりの要素の実現性 

対象地区においては、土地区画整理事業によるまちづくりに向けた準備に合わせ、「まちづ

くりに必要な要素」の実現性（満たされるものと満たされないもの）も、明らかになってい

る。それらを整理すると次のとおりであり、これらを満たす施設として、多目的アリーナが

位置づけられた。 

 

【アワセゴルフ場地区の「まちづくりに必要な要素」の実現性の整理】 
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3－2．当初計画策定以降のまちづくりの動向 

（１）① 沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画） 

策定 沖縄県 平成 24年 5月策定（平成 29年 5月改訂） 

計画期間 平成 24年～平成 33年（10年間） 

基本目標 「時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美ら島』おき
なわ」を実現することを目標とします。 

将来像 １． 自然を愛し伝統文化を大切にする心を「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」へ 

２．人と人との絆を大事にする心を「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」へ 

３．強くしなやかな経済や豊かさを求める心を「希望と活力にあふれる豊かな島」へ 

４．世界との交流を通じて平和を希求する心を「世界に開かれた交流と共生の島」へ 

５．希望と夢のあふれる人材を育む心を「多様な能力を発揮し、未来を拓く島」へ 

駐留軍用地
跡地利用 

駐留軍用地跡地の有効利用の推進 

【基本施策の展開方向】 

駐留軍用地跡地利用については、周辺市街地と連携しつつ、良好な生活環境の

確保や新たな産業の振興、交通体系の整備、緑化の推進など魅力ある都市空間の

形成を図るとともに、有効かつ適切な利用を推進し、県内各圏域の多様な機能と

の相互の連携により、沖縄県の均衡ある発展につなげる。 

【施策展開】 

●駐留軍用地跡地の計画的な整備 

・広域的見地から大規模な公共公益施設等の整備を含む市街地の計画的な開発

整備を行う必要がある 

・沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造の拠点等として

の整備に取り組む 

・周辺密集市街地と駐留軍用地跡地の一体的な整備や跡地整備に伴い必要とな

る既成市街地内への関連道路等の整備を行う 

・世界に誇れるような沖縄らしい風景づくりや新たな風景の創出 

・県民や観光客などすべての人に優しいユニバーサルデザインの視点による新

たな都市空間の形成を図る 

・環境に配慮した整備によって、地球温暖化問題にも貢献できるよう持続可能

な開発を行う 

●跡地における産業振興及び国際交流・貢献拠点の形成 

・駐留軍用地跡地において、リゾートコンベンション関連産業や臨空・臨港型

産業、文化産業など、強くしなやかな自立型経済の構築の原動力となる産業

の集積と育成を図る。 

・アジア・太平洋地域の平和と持続的発展への貢献を目指し、学術、文化、平

和、人材育成等の幅広い分野における国際交流や貢献活動の拠点形成を図る。 
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中部圏域 
 

【個性豊かで魅力あふれる基幹都市圏の形成】 

●中部都市圏の機能高度化 

・市街地整備や街路、公園、広場などの公共施設の整備により、街なかでのに

ぎわい空間の創出を図るとともに、教育、医療・福祉、商業、文化などの施

設について、中心市街地等への再配置や充実等を促進し、居住環境の整備・

充実を推進。 

・駐留軍用地跡地の土地区画整理事業や、都市近郊地域での環境負荷の小さい

秩序ある都市的土地利用に向けた取組を促進し、住環境の整備を図る。 

●環境共生型社会の構築 

・エネルギーの使用に伴う環境負荷の低減に向け、太陽光発電等の再生可能エ

ネルギーの普及や天然ガスの活用を促進 

 

【圏域の特色を生かした産業の振興】 

●観光リゾート産業の振興 

・東海岸地域では、中城湾港泡瀬地区において、環境保全に十分配慮した東部

海浜開発事業を推進することにより、海洋レクリエーション機能の整備及び

スポーツコンベンション拠点の形成を図る。 

・中城湾港マリンタウン地区に建設を予定している大型MICE施設については、

着実に整備を進めるとともに、地域との連携による効果的な施設運営を行う。 

・沖縄本島東海岸における観光地形成を強化し、宿泊施設、商業施設等の立地

促進、交通アクセスの改善等に取り組む。 

・大型国際見本市・展示会をはじめとする各種MICEの地元自治体と連携した誘

致体制を強化するとともに、地元事業者等によるユニークベニュー開発など

MICE関連ビジネスの振興に取り組む。 

・本圏域に集積するスポーツ施設の拡充を促進するとともに、プロスポーツキ

ャンプ等の受入れやおきなわマラソンなど各種スポーツイベント開催をはじ

めとするスポーツツーリズムを推進する。 

・スポーツ医・科学分野との連携など、新たな展開の促進も図りつつ、スポー

ツアイランド沖縄を形成する拠点としての整備を図る。 

●駐留軍用地跡地利用の推進 

・アワセゴルフ場の跡地については、土地区画整理事業を進めるとともに、環

境と防災に配慮したまちづくりを図ります。 
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② 新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画） 

策定 沖縄県 令和４年５月策定 

計画期間 令和４年～令和 13年（10年間） 

基本目標 県民一人ひとりをはじめとする社会全体での参画により、社会・経済・環境の三
つの側面が調和した「持続可能な沖縄の発展」と「誰一人取り残さない社会」を
目指します。 

将来像 １．沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して 

２．心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指して 

３．希望と活力にあふれる豊かな島を目指して 

４．世界に開かれた交流と共生の島を目指して 

５．多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して 

駐留軍用地
跡地利用 

駐留軍用地跡地の有効利用の推進 

駐留軍用地跡地の有効利用と県土構造の再編により、世界に誇れる沖縄らし

い風景の再生や景観の創出、新たな都市空間の形成、平和・共生を理念とし、

環境に配慮した持続可能な沖縄の発展を目指す。 

このため、駐留軍用地跡地の特性を生かした効果的な跡地利用の推進及び早

期着手に向けた取組を推進する。 

駐留軍用地跡地の特性を生かした効果的な跡地利用の推進 

●広域的かつ総合的なビジョンを踏まえた駐留軍用地跡地利用の推進 

広域的かつ総合的なビジョンの下、県土構造の再編につながる戦略的な跡地

利用を推進する。また、跡地利用の推進については、国、県、関係市町村の連

携が不可欠であることから、関係機関が連携し、計画的に跡地利用を進めてい

くため、駐留軍用地跡地利用推進協議会などにおいて、国及び関係市町村と跡

地の有効かつ適切な利用の推進に関する施策等について必要な協議を行う。 

中部圏域 歴史文化の継承・発展及び観光振興 

●異文化が融合する圏域の特色を生かした観光振興 

有形・無形の多様な文化資源を生かした体験・滞在型観光など地域資源を活

用した本圏域特有の観光スタイルを創出するとともに、良好な景観の形成、環

境保全活動と経済活動が共存するルールづくり、魅力ある風景づくり等を推進

し、豊かで美しい観光・都市空間の創出を図る。また、国際色豊かな独特のチ

ャンプルー文化が根付いた沖縄市を中心として、沖縄全島エイサーまつり等の

音楽・芸能を活用した観光・レクリエーション拠点の形成を促進する。沖縄こ

どもの国については、広域的な児童・青少年の健全育成拠点及び観光拠点とし

ての活用を促進する。 

●スポーツコンベンシヨン地域の形成 

本圏域に集積するスポーツ施設の拡充を促進するとともに、プロスポーツキ

ャンプ等の受入れやおきなわマラソンなど各種スポーツイベント開催をはじ

めとするスポーツツーリズムを推進する。特に、FIBAバスケットワールドカッ

プ2023等の国際大会の開催など、沖縄アリーナを核とした「スポーツアイラン

ド沖縄」の形成に向けた取組を推進する。 
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また、東部海浜開発地区「潮乃森」など、新たなスポーツコンベンション拠

点を有するビーチフロント観光地を形成するとともに、沖縄県総合運動公園、

吉の浦公園等の総合スポーツ施設等を生かし、プロスポーツチームの合宿や、

学生及び社会人におけるクラブ活動の誘致など、長期滞在型の多様なスポーツ

ツーリズムを推進する。 

持続可能な基幹都市圏の形成 

●まちづくりの推進 

自然環境に配慮した効率的・効果的な都市機能の再編・整備の観点から、関

係自治体等との連携の下、広域的な調整等を進めつつ、適切な土地利用を促進

する。加えて、戦後、無秩序に過密化が進んだ市街地においては、市街地の再

編や再開発を推進する。 

東海岸地域においては、保全と開発の両立を図りながら、良好な居住環境と

ともに歴史・自然資源と産業・観光振興が調和する土地利用を図る。特に、都

会の喧騒から離れ、豊かな自然環境と近接するゆとりある地域特性や、沖縄こ

どもの国等が立地する強みを生かし、子育てしやすい住環境を形成する。 
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（２）那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

策定 沖縄県 令和 4年 11月変更 

３．都市づくりについて 

３）基本方針 

将来像５：連携と交流が盛んな活気あふれる都市圏 

駐留軍用地跡地においては、教育、医

療、情報等高次都市機能の導入や南北・

東西方向の幹線道路の整備及び鉄軌道

を含む新たな公共交通システムの導入、

MaaS等のシステムを活用したシームレ

スな交通体系の構築等によって、個性豊

かで多様な都市拠点が形成されていま

す。これにより広域的な連携と交流促進

による“集積の利点”と“選択の多様性”

の享受が可能となることから、活気あふ

れる中南部一体の広域連携都市圏に生

まれ変わりつつあります。 

 

将来像８：観光・MICE・ショッピングで魅力ある都市圏 

個性豊かな琉球の歴史文化と自然の多様性を有する本区域は、空港や港などの交通施設が隣

接する地の利や、コンベンション機能、コースタル・リゾート機能、都市型リゾート機能等の

集積・拡充の効果により、MICE、海洋レクリエーション、スポーツツーリズム、ヘルスツーリ

ズム、ショッピング等、観光メニューの多様化が進んでいることから、観光収入と環境保持の

バランスがとれた持続可能な観光産業が形成されています。 

また、首里城公園を中心とした古都首里の自然や風土を満喫できる空間や、那覇港周辺のウ

ォーターフロントなど、各地域において魅力ある景観が形成されており、世界に誇れる「沖縄

観光ブランド」の形成に寄与しています。 

世界から選ばれる持続可能な観光地形成の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

４）将来都市構造 

・東海岸地域においては、良好な住環境の形成、歴史・自然資源と産業・観光振興が調和する

土地利用を図るとともに、賑わいの連鎖と魅力ある地域づくりを通じた活性化を目指します。

南部地域においては、那覇空港からのアクセス向上に伴う発展と成長可能性を踏まえ、新た

な物流拠点や観光拠点の形成、商業機能の集積を図るとともに、戦跡として唯一の国定公園

である沖縄戦跡国定公園を中心に、世界の恒久平和の構築に寄与する平和発信地域を形成し

ます。そして、各地域が役割分担をし、自然資源や歴史資源等の保全を図り、観光振興や産

業振興等に資する土地利用を広域的かつ計画的に展開していくことが重要といえます。 

・さらに今後の中南部都市圏においては、嘉手納基地より南の駐留軍用地の大規模返還を機に、

那覇市と沖縄市を中心とした長大な都市圏軸が形成されていくと予想されます。 
 

駐留軍用地跡地の商業地（イオンモールライカム） 
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・そのため、この軸状に集積する現在の社会資本の蓄積を有効活用し、広域交通拠点の拡張整

備を推進するとともに、普天間飛行場をはじめとした駐留軍用地の返還跡地に新たな都市機

能を配置するなど都市機能の偏在を是正しつつ、軸状都市圏構造のさらなる強化を図り、中

南部都市圏の一体性を高めていくことが重要と考えられます。また、優良農地が広がる糸満

市、八重瀬町、南風原町は、農林業と調和する田園空間を保全し、与那原町、西原町、中城

村及び北中城村は、大型MICE施設及びそれに関連する機能を配置するとともに豊かな骨格の

緑を保全しつつ観光資源としての活用を目指した自然環境と共生する空間の形成を促進する

ものとします。 

・そして、都市圏軸と東海岸の交流連携軸を中心として、にぎわいのある商業地、活気あふれ

る工業地や閑静な住宅地、風格のある都市景観及び潤いをもたらす都市環境など多様性に富

み、都市の品格を兼ね備えた魅力的な広域都市圏を創り上げることとします。 
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（３）北中城村第４次総合計画 

計画名 基本構想・前期基本計画 

策定 北中城村 平成 27年 12月 

【地域の自立と活力あるまちづくり】 

アワセ地区の広域交流拠点の整備により、交流人口の増加が期待されるとともに、中城湾港

新港地区の背後地にある立地を生かした新規産業等の誘致・育成も求められます。 

 

【まちづくりの目標】全村植物“公苑づくり”  

北中城村には、中城城跡や御嶽などを抱く丘陵地を中心に多くの緑地が存在し、都市化が進

む沖縄本島中南部における貴重な自然環境として位置づけされます。 

よって、適正な土地利用のもとで、これら自然環境の保全を図り、市街地や集落における、

潤いのある住環境を形成するとともに、アワセ地区における広域交流拠点の形成、公共交通対

策、廃棄物対策、環境衛生をすすめ、みどりあふれる全村植物“公苑づくり”をめざします。 

 

■秩序ある土地利用と村の発展に資する拠点形成 

中南部の骨格的な緑地の保全や市街地形成地域の拡充など住民の理解を得ながら適正な土地

利用誘導を図るとともに、アワセ地区における広域交流拠点・防災拠点の形成をすすめます。 

 

 

【土地利用構想】市街地形成地域 

アワセ地区については、北中城村の新たな顔として、住宅地や大規模商業施設、医療施設な

どを有する広域交流拠点・防災拠点の形成をめざします。 

 

 

 

【基本計画】 

（１）秩序ある土地利用 

⑧ アワセ地区周辺の既成市街地については、老朽化住宅や細街路の解消、浸水被害に対応し

た水路の整備などを含めた再開発について検討します。 

（２）アワセ地区における広域交流拠点の形成 

① 「環境」、「健康」、「観光」、「防災」の４つの将来像に基づき、本村の発展に資する

広域交流拠点の形成を図ります。 

② 広域交流拠点の核となる観光・文化・商業施設などの導入を図ります。 
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計画名 後期基本計画 

策定 北中城村 令和 2年 3月 

【地域の自立と活力あるまちづくり】 

ライカム地区の広域交流拠点の整備により、交流人口の増加が期待されるとともに、中城湾

港新港地区の背後地にある立地を活かした新規産業等の誘致・育成も求められます。 

 

【まちづくりの目標】全村植物“公苑づくり”  

本村には、中城城跡や御嶽などを抱く丘陵地を中心に多くの緑地が存在し、都市化が進む沖

縄本島中南部における貴重な自然環境として位置づけされます。 

よって、適正な土地利用のもとで、これら自然環境の保全を図り、市街地や集落における、

潤いのある住環境を形成するとともに、ライカム地区における広域交流拠点の形成、公共交通

対策、廃棄物対策、環境衛生を進め、みどりあふれる全村植物“公苑づくり”をめざします。 

 

■秩序ある土地利用と村の発展に資する拠点形成 

中南部の骨格的な緑地の保全や市街地形成地域の拡充など住民の理解を得ながら適正な土地

利用誘導を図るとともに、ライカム地区における広域交流拠点・防災拠点の形成を進めます。 

 

【土地利用構想】スポーツ・レクリエーション地域 

スポーツ・レクリエーション地域は、沖縄こどもの国周辺（拡張計画地含む）、沖縄総合運

動公園周辺、しおさい公苑およびライカム地区の一部のエリアを指し、本村のスポーツ・レク

リエーション等の核として、村民や周辺都市住民の憩いの場としての機能維持・向上を推進し

ます。 

 

【土地利用構想】活用検討地域 

活用検討地域は、東海岸一帯や大城地区、荻道地区、駐留軍用跡地（ロウワープラザ住宅地

区）、イオンモール沖縄ライカム東側隣接エリア等を指し、村の活性化や魅力向上に寄与する

土地利用を検討し、その実現に向けた取り組みを推進します。 

 

【基本計画】 

（１）秩序ある土地利用 

⑦ ライカム地区周辺の既成市街地については、老朽化住宅や細街路の解消、浸水被害に対

応した水路の整備などを含めた再開発について検討します。 

（２）ライカム地区における広域交流拠点の形成 

① 「環境」、「健康」、「観光」、「防災」の４つの将来像に基づき、本村の発展に資す

る広域交流拠点の形成を図ります。 

② 広域交流拠点の核となる観光・文化・商業施設などの導入を図ります。 

注）「アワセ地区」については、公募により令和元年 9 月に「ライカム地区」に名称を変更 
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（４）北中城村都市計画マスタープラン 

策定 北中城村 令和元年 9月 

魅⼒あるまちなか景観の形成 

■拠点における交流促進や観光振興に資する景観イメージの形成 

村の顔となるライカム地区の拠点においては、同地区に定められた地区計画や景観計画における

基準に則り、建築物の高さや色彩に配慮するとともに、公共公益施設の緑化等を図り、賑わい・活

力・潤いのある景観形成を図ります。また、新たな拠点が今後整備された場合、地区計画などを活用

しながら秩序ある、良好な景観形成を目指します。 

5 都市防災の基本⽅針 

【基本方針】安全・安心に住み続けられる自然災害に強いまちづくり 

(2）施策の方針 

防災・減災に向けたまちづくり 

■防災拠点機能の維持・充実・整備 

本村では「北中城村地域防災計画」に基づき、一時避難場所や避難所となる公園や施設が各

地に整備されています。今後、更なる防災の向上に向け、既存の避難施設の維持を図るととも

に、ライカム地区において広域の防災拠点施設整備を検討します。 

また、他市町村の施設との避難所協定など、広域的観点から防災拠点の確保を図ります。 

【地域別構想（北部地域）】 

■地区の概要 

本地域は、３自治会（島袋（比嘉）、屋宜原、瑞慶覧）からなる地域です。 

アワセゴルフ場地区跡地となるライカム地区において、イオンモール沖縄ライカム、中部徳洲

会病院等の高次都市機能や住宅地が立地し、村内外の人々が集う村の一大交流拠点としての役

割を担っています。 

地域内には駐留軍用地があり、ロウワープラザ住宅地区については、2024年またはそれ以降に

返還されるとされています。 

道路網は、本村と沖縄市、宜野湾市を繋ぐ国道330号が通っています。 

市街地は地域の北側に形成されており、市街化区域が指定されているとともに、屋宜原地区、

瑞慶覧地区には集落が形成されています。 

 

■地域の主要課題 

・村内外の人々が集う交流拠点として更なる機能強化が求められます。 

・村内外の多様な人々が利用する拠点としての機能向上（バリアフリー化等）が求められます。 

・増加が想定される人口の受け皿（居住地）の整備が求められます。 

・返還される駐留軍用地の跡地利用の検討が求められます。 

・集落や市街地内の交通環境の向上が求められます。 

・居住地としての安全性の向上（自然災害に対する安全性）が求められます。 
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■地域の将来像及び取組体系 

ライカム地区における広域交流拠点の機能強化 

➡・広域交通結節点としての機能維持・強化 

・防災・スポーツ振興の核としての施設整備の検討 

・跡地等を活用した、村の活性化や魅力向上に寄与する土地利用の推進 

・交流促進や観光振興に資する景観イメージの形成 

利便性の高い市街地の形成 

➡・沖縄市等と連担する国道330号沿道利用検討 

・定住促進に向けた受け皿の確保 

・多様な主体との協働による移動手段の検討 

安全・安心に住み続けられる住環境の形成 

➡・公共公益施設や商業施設におけるバリアフリー化の推進 

・主要生活道路や住宅地内道路環境の向上 

・良好な住環境の形成に向けた地区計画導入の検討 

・無秩序な開発抑制を前提とした既存集落の維持・改善 

・地域環境に配慮した防災対策 

・墓地の拡散防止に向けた公営墓地の整備 

■取組方針 

○ライカム地区における広域交流拠点の機能強化 

・広域交通結節点としての機能維持・強化 

＊本村の公共交通は、本地域のライカム地区を核として、那覇市やうるま市等の主要都市を結ぶ

広域のネットワークが形成されており、沖縄県中部地域の交通結節点の１つとなっています。 

＊引き続き、中部地域の交通結節点としての機能を維持するとともに、駐留軍用地の返還地等を

活用し、更なる充実を図ります。 

・防災・スポーツ振興の核としての施設整備の検討 

＊ライカム地区の更なる機能強化に向け、周辺施設と連携しながら、スポーツ活動・健康づくり、

国際交流、スポーツ・地域文化の振興や災害時の防災活動の拠点となる施設を検討します。 

・跡地等を活用した、村の活性化や魅力向上に寄与する土地利用の推進 

＊ライカム地区西部（ロウワープラザ地区・サウスプラザ地区）及び東部の丘陵地においては、

既存の都市機能との役割分担を踏まえつつ、交通結節拠点等、村の活性化や魅力向上に寄与す

る土地活用を検討します。 

＊跡地等においては、秩序ある都市基盤整備に向けて、市街化編入・用途地域の指定や地区計画

の指定、土地区画整理事業等、都市計画環境の整備を合わせて検討します。 

＊また、本地域北部に広がる緑地については、沖縄こどもの国の拡張用地としての活用を促進し

ます。 

・交流促進や観光振興に資する景観イメージの形成 

＊ライカム地区においては、地区計画や景観計画に基づき、広域交流拠点として、賑わいと活力

ある商業地の景観形成に努めます。 
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（５）北中城村景観計画 

策定 北中城村 平成 29年 3月 

１．大きなスケールの景観特性 

②東海岸から丘陵地域にかけて帯状に広がる斜面緑地 

北中城村東側の斜面緑地については、中南部都市圏における貴重な自然環境であり、北中城

村における骨格的な緑の景観を形成しています。 

特に、アワセ土地区画整理事業地区（以下「アワセ地区」という。）東側を縁取る斜面緑地

は、豊かな自然と多様な生態系が残存しており、その保全とともに、斜面緑地を活用した景観

形成が望まれます。 

 

アワセ地区から眼下の斜面緑地を望む 

 

４．市街地の景観特性 

③アワセ地区 

平成22年7月に返還されたアワセゴルフ場跡地は、県道22号線が横断する北側部分から中央部

分にかけて、標高100m程度の台地が広がる面積約48haの地区です。 

地区南側においては120m～130mの丘陵地、東側には斜面緑地が広がり、東側は標高が急激に

下がることから、東海岸を一望できる眺望点となっています。 

平成25年からは土地区画整理事業を行っており、現在は大型のリゾートショッピングモール

や医療福祉施設が建設されています。今後も村の新たな顔となる拠点、広域交流拠点として、

公園・緑地の整備による環境の創造や地域防災拠点の形成、ゆとりある住宅地形成等が検討さ

れているため、起伏に富んだ地形と眺望など、地区の景観特性を生かした良好な景観形成を図

るとともに、村の観光振興にも資する景観形成が望まれます。 
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（６）第６次沖縄県観光振興基本計画 

策定 沖縄県 令和 4年 7月 

沖縄観光の目指す将来像／VISION  

「世界から選ばれる持続可能な観光地」-世界とつながり、時代を切り拓く「美ら島沖縄」- 

将来像達成のイメージ／GOALs 

・「世界から選ばれる」とは、世界の人々に認知され、国内有数の広大な海域から構成される

海洋島しょ圏として、沖縄でしか味わうことのできない自然・歴史・文化の体験が国内外の

旅行者から選ばれる状態を指す。 

・「持続可能な」とは、豊かな自然環境や地域住民の生活環境への影響を可能な限り軽減しなが

ら、観光業に従事する人々が質の高い安定した暮らしを継続するとともに、地域社会の発展に

資する自然・歴史・文化を次世代に引き継ぐ担い手が育成される環境が整った状態を指す。 

・アフターコロナにおいては、安全・安心につながる防疫体制と受入体制の見える化の発信、

沖縄の強みである豊かな自然環境や独自の歴史・文化等のソフトパワーを最大限に発揮する

観光コンテンツを造成することにより「安全・安心で快適な島沖縄」を実現する。 

将来像に向けた「持続可能な観光地域づくりの追求」／MISSION 

県民、観光客、観光業従事者が、自然、歴史、文化を尊重しそれぞれの満足度を高めるとと

もに環境容量の範囲において観光産業の成長と維持を目指すことで沖縄経済を最適に活性化さ

せる。 

→観光客だけではなく、観光事業者や県民を含めた“人”を中心に据え、観光資源を守り続け

る「世界から選ばれる持続可能な観光地」として認知された状態を目指す。 

⑵中部圏域 

【施策の方向性】 

有形・無形の多様な文化資源を生かした体験・滞在型観光など地域資源を活用した本圏域特

有の観光スタイルを創出するとともに、良好な景観の形成、環境保全活動と経済活動が共存す

るルールづくり、魅力ある風景づくり等を推進し、豊かで美しい観光・都市空間の創出を図る。 

本圏域に集積するスポーツ施設の拡充を促進するとともに、プロスポーツキャンプ等の受入

やおきなわマラソンなど各種スポーツイベント開催をはじめとするスポーツツーリズムを推進

する。特に、FIBAバスケットボールワールドカップ2023等の国際大会の開催など、沖縄アリー

ナを核とした「スポーツアイランド沖縄」の形成に向けた取組を推進する。 

また、東部海浜開発地区「潮乃森」など、新たなスポーツコンベンション拠点を有するビー

チフロント観光地の形成やCIQの常設化及び迅速化、充実した船舶補給施設の整備などによりス

ーパーヨット受入の環境整備を推進するとともに、沖縄県総合運動公園、吉の浦公園等の総合

スポーツ施設等を生かし、プロスポーツチームの合宿や、学生及び社会人におけるクラブ活動

の誘致など、長期滞在型の多様なスポーツツーリズムを推進する。さらに、首里城を起点とし

て中城城跡、勝連城跡、座喜味城跡を周遊しやすくするための取組を推進する。 
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（７）北中城村観光振興基本計画 

策定 北中城村 平成 28年 5月 

基本理念：豊かな時間を過ごせる『健幸度世界一のむら』北中城村の実現 

計画の名称：北中城村ツーリズムビジョン ～健幸度世界一のむら実現を目指して～ 

施策の基本方針： 

（1) 多様で魅力ある観光体験の提供 

北中城村らしい観光体験を高品質で提供するとともに、それらのイメージを基調としなが

ら、スポーツや医療、北中城村の伝統芸能などを活用した多様なツーリズムを展開することで、

新たな市場を開拓する。 

また、観光体験の質を担保し、観光客が安心して楽しめる環境づくりにつなげることを目的

として観光サービスの品質保証の検討を進めるほか、多様な観光体験が相乗的に魅力を発揮し

ていくための地域の特色づけについて検討、推進を図っていく。 

・多様（文化・健康・娯楽など）なツーリズムの推進 

・観光資源創出の推進 

(2) 基盤となる旅行環境の整備 

(3) 効果的なマーケティング・プロモーション 

(4) 推進体制の構築 

大型商業施設の開業や最先端医療施設を備えた大型病院の開院、クルーズ船の中城湾港入港

や大型MICE施設の建設決定など、来村者数の激増や多様化する観光需要に対応するため、日本

版DMO※を目指した観光協会を設立し、村の観光振興に取り組む体制を構築する。 

また、これらを計画的・長期的に取り組んでいくため観光振興基本計画に基づく観光振興ア

クションプランの策定をおこない、観光関連の計画遂行における役割の明確化と整理を行い、

関係者が共有できる基本理念実現のための道筋を明確に示す。さらに、観光関係者が情報を共

有し、課題と今後の方向性について議論するための公的な協議の場の設置検討などを行い、産

学官金一体となった観光の推進を実現する。 

・日本版DMOを目指した観光協会 

・北中城村観光振興基本計画に基づく観光振興アクションプランの策定 

・計画遂行における役割の明確化と整理による具体的な観光推進体制の構築 

・公的な協議の場の設置検討 
※ 日本版DMO：多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための調整機能を備えた法人

（出展：観光庁） 

施策の展開 

(2) 健康（ウェルネス・メディカル・ヘルス・スポーツ）ツーリズムの推進 ～笑顔に囲まれた

豊かな時間の提供～ 

医療拠点を中心に、民間事業者と連携し、メディカル・ヘルスツーリズムを促進する。また、多

目的アリーナ・村民体育館などを活用し、健康増進を核としたたスポーツツーリズムを推進する。 

・村民及び観光客の健康増進に有益なツーリズムの推進 

・健康・長寿を支える食文化を活用したツーリズムの促進 

・関係機関との連携によるウェルネスツーリズムや医療ツーリズムの促進 

・ショッピング・医療・スポーツの各拠点の連携体制構築の推進及び促進 

・シーカヤックなどのマリンスポーツツーリズムの推進についての検討 
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（８）北中城村国土強靱化地域計画 

策定 北中城村 令和 2年 3月 

【事前に備えるべき目標】 

5 大規模自然災害発生後であっても、経済活動(サプライチェーンを含む)を機能不全に陥ら

せない 

【起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）】 

5-1サプライチエーンの寸断、基幹的交通ネットワークの機能停止等による地域経済活動の低下 

5-2社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止 

5-3食料等の安定供給の停滞 

【推進施策】 

・住民及び企業に非常食料備蓄の啓発を図る。 

・企業との防災協定締結に努める。 

・ライカム地区公園内の井戸を防災時に利用できるように検討する。 

 

 

（９）北中城村地域防災計画 

策定 北中城村 平成 31年 3月 

指定緊急避難場所に指定 

（対象とする異常な現象の種類：洪水 崖崩れ、土石流及び地すべり、高潮、地震、津波、大

きな火事、内水氾濫） 

・イオンモール沖縄ライカム駐車場 
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（10）ライカム地区地区計画 

アワセ土地区画整理事業は令和 2 年 3 月に完了しており、当該地区では平成 28 年 10 月に

「アワセゴルフ場地区地区計画」が策定された。 

当初、多目的アリーナ建設を計画していたエリアは「健康・スポーツ交流施設地区」と位

置付けられ、準工業地域の用途地域を指定していたが、当該施設の規模縮小の方針に伴い、

令和 5 年 3 月には土地利用計画の見直しと地区名称の変更による「ライカム地区地区計画」

が都市計画決定（変更）された。 

策定 北中城村 （当初：アワセ地区）平成 28年 10月、（変更：ライカム地区）令和 5年 3月 

 

 

 資料：ライカム地区計画（令和５年 3月） 

【ライカム区地区計画】 
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【地区整備計画の内容 地区計画書より抜粋】 

地区の名称 

（用途地域） 

健康･ｽﾎﾟｰﾂ交流施設地区 

（準工業地域） 

建築物の用途

の制限 

準工業地域内に建てられる建築物のうち、次の各号に掲 

げる建築物を建築してはならない(用途利用してはなら 

ない)。 

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 

2 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これに類するもの 

3 自動車教習所 

4 床面積の合計が 15 ㎡を超える畜舎 

5 風営法第 2 条第 1 項第 1 号から第 4 号までに掲げる「風俗営業」又は同条

第 6 項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」の用に供する建築物 

6 店舗、飲食店、展示場、遊技場に供する建築物でその用途に供する部分の

床面積の合計が 1ha を超えるもの 

7 床面積の合計が 150 ㎡を超える工場 

容積率(用途地

域による) 
200% 

建蔽率(用途地

域による) 

60% 

ただし、建築基準法第 53 条第 3 項第 2 号が適用される場合の建蔽率は上記

の建蔽率に指定の数値を加えたものとする。 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

300 ㎡ 

1 専用駐車場の確保に努める。 

2 ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りではない。 

・仮換地指定された土地 

・集会所(近隣住民を対象としたものに限る。) 

・巡査派出所、公衆電話所又は建築基準法施行令第 130 条の 4 に定める公益

上必要な建築物 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び

隣地境界線までの距離は、次に掲げる数値以上としなければならない。 

1 道路に面する建築物の外壁又は柱面は、道路の境界線から 2.0m 以上後退

した位置とする。 

2 隣地に接する部分の建築物の外壁又は柱面は、隣地境界線から 1.5ｍ以上後

退した位置とする。 

建築物の高さ

の最高限度 
－ 

建築物等の形

態又は意匠の

制限 

屋外広告物は、自己の用に供するもの以外を禁止し、色彩、形態等の意匠

は、周囲の景観的調和に配慮したものとする。 

垣または柵の

構造の制限 

道路に面して設ける垣、又は柵は次の各号に掲げる構造のいずれかとする。

ただし、門柱、門扉についてはこの限りではないが、周辺環境に配慮したも

のとする。 

1 生垣 

2 地盤面からの高さが 1.5ｍ以下のものとする。ただし、安全上の対策として

設ける障壁等については除く。 

3 網状その他これに類する形状のもので開放性を著しく妨げないもの 

緑化率の最低

限度その他 
－ 

  



3-23 

 

 

 

  

村民体育館（H30.11開業） 

スポーツクラブ 

ルネッサンスライカム 24

（H30.11開業） 
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（11）北中城村民体育館 

開館  ：平成 30年 11月 

利用時間：午前 9時 から 午後 10時 休館日：毎週火曜日 12月 29日から 1月 3日まで 

利用可能競技：バスケットボール・バレーボール（６人制・９人制）バドミントン・テニスハ

ンドボール・フットサル・卓球 など 

【体育館平面図】 

 

    
 １階の様子               ２階の様子 

【料金】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

一般利用 

代表者が「村内在住」 500円 

代表者が「村外在住」 1,000円 

冷房設備：2,000円/１時間 

シャワー設備：200円/１回 

（参考：北中城村 HP） 

 

  

・半コート（照明料込み）/1 時間・1 団体

あたりの料金 

・団体代表者が村内・外在住かで料金を算出 

・2 階部分は無料開放（専用使用時は利用

できません） 

・中学生以下のみでの利用はできません。 

・通常使用については、団体代表者が村内

在住者の場合 2 ヶ月前、村外在住者の場

合 1 ヶ月前から予約できます。使用許可

申請は利用当日でもかまいません。 
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（12）その他（本村周辺におけるアリーナ等類似施設の整備状況 

沖縄市アリーナ 令和 3年 2月竣工（周辺類似施設の概要） 

活用補助金：再編推進事業補助金、沖縄振興特定事業推進費補助金、沖縄振興特別推進交付金 

【施設概要】 地上 6階建  県内最大のイベントフロア面積 510インチの大型映像装置を整備 

【利用時間】 原則無休 基本利用時間は 10時より 22時までの 12時 

 

 

収容人数：10,000人～7,000人、スポーツ,バスケットボール：8,000人収容可  展示会面積：2,600㎡ 

2023年にＦＩＢＡバスケットボールワールドカップを開催予定 

メインコンセプト及び基本方針 

＜メインコンセプト＞ 

「未来を創り、地域を活性化するアリーナ」～夢を与え、感動を与え、未来を創っていく～ 

 

＜基本方針＞ 

①バスケットボールを中心

としたスポーツ興行を開

催する「観せる」施設 

②各種コンサート、コン

ベンション等を開催す

る「使いやすい」施設 

③観客満足度を高め、より多くの事業主体に利用される1万人規模の施設「スマート・ベニュー」

の考え方を取り入れた多機能型施設の先進事例の形成支援 

（参考：沖縄アリーナ HP、沖縄アリーナ PDF） 

  

アリーナ 

ライカム 
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【沖縄アリーナ利用料金】 

基本料金 

1. 基本利用料金は、メインアリーナのイベントフロア及び観客席 1層目（移動式観客席＋

固定式観客席）の利用が含まれ、観客席 2層目、観客席スイート、ホール及びラウンジ

の利用は含まれません。 

尚、基本利用料金は平日と土日祝休日に区分され、年末年始（12月 29日〜1月 3日）、

ゴールデンウィーク（4月 29日〜5月 5日）、その他、沖縄アリーナ株式会社が定める

期間は土日祝休日に区分します。 

2. 観客席 2層目及び観客席スイートの利用を希望する場合は、書面による事前申請の

上、沖縄アリーナ株式会社が承認した場合に限り、追加料金を支払うことで利用可能

となります。 

3. ホール及びラウンジを含むメインアリーナ全施設の利用を希望する場合は、書面によ

る事前申請の上、沖縄アリーナ株式会社が承認した場合に限り、追加料金を支払うこ

とで利用可能となります。 

延長利用料金 

基本利用時間を超えて利用する延長利用時間において、1 時間毎に発生する利用料金です。

尚、延長利用料金には、平日と土日祝休日の区分はありません。 

その他料金 

附属設備等の使用を希望する場合は、書面による事前申請の上、沖縄アリーナ株式会社が承

認した場合に限り、附属設備利用料金を支払うことで利用可能となります。 

水道光熱費等は事後精算で別途お支払いいただきます。 

 

（参考：沖縄アリーナ HP） 
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【沖縄県内の類似施設】 

 

（引用：（仮称）沖縄市多目的アリーナ施設等整備 全体計画調査業務報告書【概要】） 

 

【アリーナにおける経済波及効果】 

 

（引用：（仮称）沖縄市多目的アリーナ施設等整備 全体計画調査業務報告書【概要】） 
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沖縄県大型 MICE施設（周辺類似施設の概要） 

【整備・運営コンセプト】 

 

【市況の変化を踏まえた計画変更】 

 

（引用：沖縄県マリンタウン MICE エリア形成事業 基本計画（案）令和４年２月 沖縄県） 
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（仮称）うるま市総合アリーナ整備基本計画（周辺類似施設の概要） 

基本コンセプト：うるまの“元気”を生み、“もしも”を守る拠点（仮称）うるま市総合アリーナ 

【整備方針】 
◆多様なスポーツへの関わりを通じて、心身ともに健康になる施設 

◆様々な災害に対応した、人々の安心・安全を守る施設 

◆交流を促進し、地域の活性化につながる施設 

【新アリーナの利用見込み】 

 主な利用想定 

平日 市民の一般利用、レッスン教室等への参加 

市内クラブチーム・サークル等の練習利用 

市内幼稚園・保育園等の行事利用 

文化的なサークル活動等の利用 

土日祝日 市内の試合・大会等での利用 

県大会等、大規模な試合・大会等での利用 

イベント等での利用 
 

【導入機能】 
① スポーツ振興機能 

市民スポーツの拠点として、現在の施設の機能を踏襲しつつ、多様な種目が、練習試合から

大規模大会まで幅広いレベルで楽しめるよう、機能を強化します。 

② 健康増進機能 

誰もが気軽に楽しめる、運動のきっかけをつくり、継続的に行いたくなるような施設、設備

機能を導入します。 

③ 防災機能 

災害時の避難所として、避難者が安心・安全に過ごすための設備等を導入するとともに、停

電時においても必要な設備が稼働可能な設備機能を導入することで、要配慮者（熱中症対策が

必要な方）の安全にも配慮した、避難所としての機能を強化します。 

④ 交流・地域活性化機能 

トップチームの合宿や練習試合、スポーツ以外のイベントにも対応できる施設機能、利用者

の利便性を高める機能を導入します。 

【施設規模】  
これまでのニーズ調査などを参考に、以下の競技に対応できる規模を前提とし、アリーナ面

積を 2,600 ㎡（65ｍ×40ｍ）と想定します。 

天井高については、高さを必要とするバレーボールの公式戦に対応するため、12.5m 以上を

確保することを想定します。また、フットサルなどの球技種目においてボールから壁面や設備

を保護するため、防球ネットの設置や、ゴール裏にマットを設置できるような仕様とします。 

【新アリーナ候補地】 

新たに整備するアリーナについては、具志川

総合運動公園の地形や、既存の施設の整備状

況、動線、まとまった駐車場等の整備場所など

を考慮し、現具志川総合体育館ならびに具志川

総合グラウンドの敷地に整備することが望まし

いと考えられます。 

老朽化が進む具志川総合体育館及び具志川総

合グラウンドについて、具志川総合体育館の機

能は新アリーナに引継ぐこととし、具志川総合

グラウンドについては、市内の他陸上競技場に

機能を集約化していくことを検討します。 
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ライカム地区における主要施設の企業活動による沖縄県全体への経済波及効果 

 

 

 

 

アワセ土地区画整理事業地区「まちびらき」後の経済指標 
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（引用：アワセ土地区画整理事業による経済効果分析報告書 令和2年10月発行） 
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3－3．計画条件の整理 

まちづくり実施計画の見直しにあたり、村の概要や対象地区のまちづくりの概要など、当初

計画策定以降の動向や変化について整理し、現時点における計画条件として整理する。 

 

区分 特性等 

基 礎

情 報 

◼ 人口 ：2022年 3月 31日現在で 17，488人、7,668世帯、高齢化率 22.9％ 

（10年で約 1,000人、約 1,400世帯増加、高齢化率は過去 5年で約 2%上昇） 

◼ 気候 ：特に大きな変化はなし 

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と
要
素 

(1)現計画でのまちづくりの方向性と要素（本地区のまちづくりに必要な 4つの要素） 

◼ 環境を創造する交流拠点       ～ 地域の歴史、文化、産物 

◼ 健康を増進する交流拠点       ～ 健康増進・スポーツ施設 

◼ 観光を振興する交流拠点       ～ スポーツ交流 

◼ 安全安心を確保する地域防災拠点 ～ 防災 

(2)現計画策定以降の上位関連計画 

◼ 沖縄県 21世紀ビジョン基本計画 

◼ 那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

◼ 北中城村第４次総合計画 後期基本計画 

◼ 北中城村都市計画マスタープラン 

◼ 第６次沖縄県観光振興基本計画、北中城村観光振興基本計画 

◼ 北中城村国土強靱化地域計画、北中城村地域防災計画 

土
地
利
用
計
画 

(1)アワセゴルフ場地区総合整備計画 

◼ アワセゴルフ場地区地区計画（H28.10策定） 

※当該地区は「健康・スポーツ交流施設地区」に区分 

◼ 村民体育館・スポーツクラブ（H30.11開業） 

◼ アワセ土地区画整理事業（R2.3完了） 

(2)北中城村民体育館の整備 

◼ 開館 ：平成 30年 11月 

◼ 利用可能競技：バスケットボール・バレーボール（６人制・９人制）バドミントン・

テニスハンドボール・フットサル・卓球 など 

◼ 利用状況 ：H30（10,583人）、R1（29,580人）、R2（5,060人） 

※北中城村公共施設等総合管理計画（R4.3改訂）より 

(3)本村周辺におけるアリーナ等類似施設の整備状況及び計画等 

◼ 沖縄市アリーナ（R3.2竣工、最大約 10,000人） 

◼ 沖縄コンベンションセンター（整備済、宜野湾市、約 5,000人） 

◼ 浦添市民体育館【ANA ARENA浦添】（整備済、浦添市、アリーナ 3,000㎡） 

◼ 沖縄県大型 MICE施設（計画中、沖縄県、展示場・多目的ホール、約 10,000人） 

◼ （仮称）うるま市総合アリーナ（計画中、うるま市、アリーナ 2,600㎡） 

景観 

形成 

(1)アワセゴルフ場地区総合整備計画（H25.3） 

◼ 「緑と眺望を活かした景観の誘導」 

(2)北中城村景観計画（H29.3） 

◼ 「東海岸から給料地域に書けて帯状に広がる斜面緑地」を活用した景観形成 

◼ 「アワセ地区」について、地区の景観特性を活かした良好な景観形成、村の観光振

興にも資する景観形成 
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3－4．対象地区の特性と課題（課題の変化） 

北中城村まちづくり基本構想において、対象地区（アワセゴルフ場地区）のまちづくりに必

要な要素のうち、「満たされていない要素（①健康増進・スポーツ、②地域の歴史・文化・産物、

③スポーツ交流、④防災）」に関する地区特性及び解決すべき課題（多目的アリーナの必要性・

妥当性）が整理されている。 

しかし、当初計画の策定後、周辺環境が大きく変化してきていることから、それらを踏まえ

て地区特性や課題を再整理するとともに、上位計画における本村の将来像に基づき、本地区に

求められる役割を整理する。 
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（１）対象地区の特性の変化 

① 健康増進・スポーツ 

（当初計画）スポーツ活動が盛んな地域特性に対応した活動の場が不足している 

⇒村民体育館に加え、周辺で県内最大級の沖縄アリーナがオープンし、うるま市

アリーナが計画中などスポーツ施設の立地状況が変化 

 

特性 問題点 期待する点 
当初計画後の変化 

（動向及び都市マスの位置付け） 

広
域
環
境 

・村の主な運動施設である

村立体育館が H23 に閉鎖

解体されたが、代替え施設

が未整備である。 

・村内の小中学校の体育館

が開放され一般利用が可

能となっているが、学校教

育に支障のない範囲に限

られる。 

・日常的にスポーツ活動が

盛んで、村立体育館の利用

頻度が高かった（平成 22

年利用実績：205団体、869

回利用）。 

・村民体育館が平成 30年 11

月 5日にオープン 

・県内最大規模のアリーナ

を有する沖縄アリーナが

沖縄市に令和 3 年 2 月に

オープン 

・うるま市アリーナ計画が

進行中 

・学校開放は継続して実施 
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特性 問題点 期待する点 
当初計画後の変化 

（動向及び都市マスの位置付け） 

地
区
環
境 

・主要な施設は村の中央部

に立地し、もともと人口が

多く、調査対象地区の開発

により人口増が見込まれ

る北部地域に少ない。 

・将来像実現に向けて必要

な地域の健康増進・スポー

ツの要素を満たす施設機

能が不足している。 

・国道 330 号と沖縄環状線

の交わるライカム交差点

に面した交通環境に優れ

た立地にある。 

・地区内で病院の移転が計

画されており、これらの施

設と連携した健康増進施

設としての利用が期待さ

れる。 

東部地域 

・地域内にはプールやテニ

スコート、広場等を内包す

る沖縄県総合運動公園が

立地しており、本村のスポ

ーツ・レクリエーションの

拠点的役割を担っている

が、スポーツ・レクリエー

ションの拠点として機能

維持・強化が求められる。 

 

北部地域 

・ライカム地区の更なる機

能強化に向け、周辺施設と

連携しながら、スポーツ活

動・健康づくり、国際交流、

スポーツ・地域文化の振興

や災害時の防災活動の拠

点となる施設の検討が求

められている。 

・「島袋野比灘原土地区画整

理地区」については、住宅

用地としてではなく、沖縄

こどもの国公園の拡張計

画地として、広域的なスポ

ーツ・レクリエーション機

能の充実を図る。 

 

  

図：（参考）都市マス地域区分 
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② 地域の歴史・文化・産物 

（当初計画）村民の活躍が地域活力を生む資源として期待される 

⇒ライカム地区の広域交流拠点の整備により、交流人口の増加が期待されるとと

もに、中城湾港新港地区の背後地にある立地を活かした新規産業等の誘致・育

成も求められる 

 

特性 問題点 期待する点 
当初計画後の変化 

（動向及び都市マスの位置付け） 

広
域
環
境 

・世界遺産「中城城跡」を有

するが、それ以外に目立っ

た観光施設がない。 

 

 

【中城城跡】 

・日常的にスポーツ活動が

盛んで、村立体育館の利用

頻度が高かった。 

・バスケットボールが盛ん

で、村内の小中高は、全国

大会でも活躍 

 

【北中城中学校】 

【2004 年 全国中学校体育大会「優勝」】 

・変化なし。 
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特性 問題点 期待する点 
当初計画後の変化 

（動向及び都市マスの位置付け） 

地
区
環
境 

・将来像実現に向けて必要

な地域の歴史・文化・産物

の要素を満たす施設機能

が不足している。 

・国道 330 号と沖縄環状線

の交わるライカム交差点

に面した交通環境に優れ

た立地にある。 

・調査対象地区は、村の新た

な顔として市街地整備が

予定されている。 

東部地域 

・東海岸地域における大型

MICE 施設整備の影響を活

かしたまちづくりが求め

られている。 

 

北部地域 

・村内外の人々が集う交流

拠点として更なる機能強

化が求められている。 

 

南部地域 

現状：中城城跡や中村家住

宅、荻堂貝塚等、県内外に誇

る歴史的な遺産を有し、本地

域の集落（荻道・大城）にお

いては、中村家住宅をはじめ

とした赤瓦屋根の住宅、フク

ギの屋敷林や、豊かな起伏が

もたらす湧水群など、これま

で受け継がれてきた伝統的

な集落景観がある。 

課題：これら歴史的・伝統的

な資源の保全・活用や、伝統

的な集落景観の保全が求め

られる。 

 

  

図：（参考）都市マス地域区分 
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③ スポーツ交流 

（当初計画）バスケットボール等のスポーツが国際交流の機会となっている 

⇒沖縄アリーナにおいて、B リーグ公式戦開催（沖縄ゴールデンキングスのホー

ムアリーナ）、2023年バスケットボールワールドカップの開催が決定 

 

特性 問題点 期待する点 
当初計画後の変化 

（動向及び都市マスの位置付け） 

広
域
環
境 

・村の主な運動施設である

村立体育館が H23 に閉鎖

解体されたが、代替え施設

が未整備である。 

 

・バスケットボールが盛ん

で、村内の小中高は、全国

大会でも活躍 

・村の国際交流協会を通じ

て、スポーツ交流が行われ

ている。 

・琉米高校生友好親善バス

ケットボール大会が、キャ

ンプ瑞慶覧内の体育館で

毎年行われている。 

 

【バスケットボールによる国際交流】 

・県内最大規模のアリーナ

を有する沖縄アリーナが

沖縄市に令和３年２月に

オープン。 

・うるま市アリーナ計画が

進行中。 

地
区
環
境 

・将来像実現に向けて必要

な地域のスポーツ交流の

要素を満たす施設機能が

不足している。 

・国道 330 号と沖縄環状線

の交わるライカム交差点

に面した交通環境に優れ

た立地にある。 

・調査対象地区は、村の新た

な顔として市街地整備が

予定されている。 

・変化なし。 
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④ 防災 

（当初計画）村立体育館に代わる大規模避難所や村の防災拠点になりえる立地環境 

⇒村民体育館が指定避難所になっており、ライカム地区周辺において、広域的な利

用を見据えた交通・医療・商業・文化・福祉・観光・防災・スポーツ等の総合的

な機能強化を図ることとされている 

 

特性 問題点 期待する点 
当初計画後の変化 

（動向及び都市マスの位置付け） 

広
域
環
境 

・村の大規模避難所は、5 箇

所あるが、人口の約 1/3を

占める北部地区には 1箇所

と設置箇所に偏りがある。 

・大規模避難所の 1 つであ

る村立体育館が H23 に閉

鎖解体されたが、代替え施

設が未整備である。 

・村地域防災計画では、防災

拠点機能の確保を防災ま

ちづくりの方針として掲

げている。 

・他市町村の施設との避難

所協定など、広域的観点か

ら防災拠点の確保を図る。 

・イオンモール沖縄ライカ

ムの駐車場が避難場所と

して指定されている。 

地
区
環
境 

・調査対象地区の開発により

人口増が見込まれるが、地

区周辺には避難所がない。 

・将来像実現に向けて必要

な地域の防災の要素を満

たす施設機能が不足して

いる。 

 

【本村の大規模避難所の位置】 

・津波災害の直接被害を受

けにくい高台（標高 100ｍ

前後）に位置する。 

・国道 330 号と沖縄環状線

の交わるライカム交差点

に面した交通環境に優れ

た立地にあり、災害時の広

域的な防災拠点としての

活用可能性がある。 

・地区内で大型商業施設の

出店や病院の移転が計画

されており、これらの施設

からの物資供給や医療活

動での連携が期待される。 

・本村では人口増を維持し

ており、役場周辺やライカ

ム地区等における拠点の

形成による住みよいまち

が形成されている。この状

況を維持するためにも、将

来的な人口減、市街地の低

密度化等のリスクに備え

た市街地規模の最適化、拠

点の更なる機能強化・魅力

向上が求められる。 

→ライカム地区は人口増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

本地区

1.

1.
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（２）地区の課題（多目的交流施設の必要性・妥当性） 

当初計画後の動向も踏まえた対象地区の特性から、地区の課題として施設の必要性及び位置

の妥当性について整理する。 

周辺環境の変化等から、大規模スポーツイベント等の開催が可能な多目的アリーナの必要性

は低下するものの、基本的な方向性は踏襲しつつ、村民体育館をはじめとした周辺施設との役

割分担や連携を図るための多目的交流施設が必要となる。 

 

必要な要素 多目的交流施設の必要性 位置の妥当性 

全体 ○不足要素の解消による地区の将来

像の実現が必要 

○優れた広域交通環境 

○地域の活力となる拠点機能の集積が

計画 

健康増進・ 

スポーツ活動 

○村民が利用しやすいスポーツ活動

の場が必要 

・隣接する村民体育館の機能補完 

・時代に即した軽スポーツやｅス

ポーツへの対応 

○村民体育館との連携や機能補完を図

る施設の用地確保が可能 

○隣接する医療機関等との健康増進の

連携機能への期待 

地域の歴史・ 

文化・産物 

○スポーツや文化を通した交流によ

る地域の活性化が必要 

・盛んなスポーツ活動 

・地元チームの活躍 

・貴重な国際交流の機会創出 

○地域活力となる拠点機能の集積が計画 

スポーツ交流 

防災 ○避難所に指定された村民体育館と

の連携や機能補完が必要 

・避難所の機能強化 

・大規模避難所の代替機能 

○津波災害を受けにくい高台 

○隣接施設と連携した村の防災拠点機

能強化への期待 
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（３）村の将来像を踏まえた本地区に求められる役割と機能 

北中城村都市計画マスタープランによる本村の将来像を踏まえ、本地区に求められる役割や

機能について整理する。 

 

【都市の将来像（北中城村都市計画マスタープラン）】 
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【土地利用方針図（北中城村都市計画マスタープラン）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合商業交流エリア：ライカム地区（イオンモール沖縄ライカム）周辺のエリア。 
広域的な利⽤を想定した交通・医療・商業・⽂化・福祉・観光・防災・

スポーツ等の機能強化を図る。 

スポーツ・レクリエーションエリア：沖縄こどもの国周辺（拡張計画地含む）、沖縄総合運動
公園周辺、しおさい公苑及びライカム地区の⼀部のエリ
ア。村⺠や周辺住⺠の憩いの場として機能維持・向上を
図る。 

健康寿命に寄与し、かつ、様々な交流活動や防災活動の拠点となる多目的交流施設 

都市計画マスタープラン（令和元年9月）の地域別構想では、 

。 

当初計画では、「多目的アリーナ」の必要性が示されていたが、周辺環境が変化 


